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正
に
伴
う
年
少
扶
養

控
除
対
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及
び
特
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扶
養

控
除
対
象
の
扶
養
親
族
や

納
税
義
務
者
数
は
何
人
か
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務
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歳
か

ら
15
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で
の
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扶
養
控
除

対
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親
族
の
数
は
１
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程
で
納
税
義
務
者
数
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２
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。

ま
た
16
歳
か
ら
18
歳
の
特
定
扶
養

控
除
対
象
の
扶
養
親
族
の
数
は

３
４
０
人
程
で
納
税
義
務
者
数

は
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４
０
人
程
と
見
込
ん
で
い
る
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の
影
響
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そ
の
他
町

民
生
活
へ
の
影
響
は
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税
務
町
民
課
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所
得
税
は
、

平
成
23
年
分
よ
り
年
少
扶
養
控

除
の
０
歳
か
ら
15
歳
ま
で
38
万
円

の
廃
止
、
特
定
扶
養
控
除
の
16
歳

か
ら
18
歳
ま
で
25
万
円
の
上
乗
せ

の
廃
止
と
な
る
。 

　
個
人
住
民
税
は
、
平
成
24
年
度

分
よ
り
年
少
扶
養
控
除
で
33
万
円
、

特
定
扶
養
控
除
の
16
歳
か
ら
18
歳

ま
で
が
12
万
円
の
上
乗
せ
の
廃

止
と
な
る
。 

　
個
人
住
民
税
に
つ
い
て
、大
木

町
で
は
年
少
扶
養
控
除
の
廃
止

に
よ
る
増
収
額
は
３
７
６
０
万

円
程
、ま
た
特
定
扶
養
控
除
の
上

乗
せ
分
の
廃
止
に
よ
る
増
収
分

が
２
４
０
万
円
、合
わ
せ
て
４
０

０
０
万
円
程
の
増
収
額
が
見
込

ま
れ
る
。 

　
そ
の
他
所
得
税
や
個
人
住
民

税
で
扶
養
控
除
等
の
見
直
し
に

よ
り
影
響
が
生
じ
る
制
度
は「
幼

稚
園
就
園
奨
励
費
補
助
、国
民
健

康
保
険
の
医
療
費
等
の
自
己
負
担
、

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
お
け

る
医
療
費
等
の
自
己
負
担
、保
育

所
の
保
育
料
、児
童
入
所
施
設
等

の
入
所
者
の
自
己
負
担
、児
童
扶

養
手
当
の
支
給
基
準
、特
別
児
童

扶
養
手
当
等
の
支
給
基
準
」等
所

得
税
28
制
度
、
住
民
税
20
制
度
等

に
影
響
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。 

　
こ
れ
等
の
影
響
に
つ
い
て
は

所
管
府
省
に
お
い
て
、負
担
の
基

準
の
見
直
し
・
経
過
措
置
の
導
入

な
ど
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
。 

　
ま
た
、こ
の
問
題
に
対
応
す
る

た
め
、
政
府
税
制
調
査
会
に
、
控

除
廃
止
の
影
響
に
係
る
プ
ロ
ジ 

ェ
ク
ト
チ
ー
ム
が
設
置
さ
れ
、「
所

得
税
・
個
人
住
民
税
に
お
け
る
扶

養
控
除
等
の
見
直
し
に
よ
り
影

響
が
生
じ
る
諸
制
度
に
つ
い
て
、

負
担
の
基
準
の
見
直
し
・
経
過
措

置
の
導
入
な
ど
、適
切
な
措
置
を

検
討
し
、そ
の
結
果
を
税
制
調
査

会
に
報
告
す
る
。
」
こ
と
と
な
っ

て
い
る
。 

　
今
後
、影
響
が
生
じ
る
制
度
の

所
管
府
省
に
お
け
る
検
討
検
果

と
併
せ
、国
か
ら
の
情
報
提
供
を

待
っ
て
、そ
の
影
響
に
つ
い
て
判

断
し
た
い
。 
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答 

問 

井上　　護 議員 

ワクチン助成について問う 

町単独の公費助成も視野に入れ調査・研究 

問 問 

※実施年度等にご注意ください。 

■扶養控除の改正（個人住民税・所得税）・・ 

※住民税は平成24年度から、所得税は平成23年分

　から適用。 

●扶養親族（15歳までの年少者）に対する扶養控

　除（住民税：33万円、所得税：38万円）が廃止され

　ます。（下の図の①の部分） 

●16歳～18歳までの特定扶養親族に対する扶養

　控除の上乗せ部分（住民税：12万円、所得税：25

　万円）が廃止されます。（下の図の②の部分） 

●19歳～22歳の扶養親族に係る特定扶養控除、23

　歳～69歳の扶養親族に係る扶養控除及び70歳

　以上の扶養親族に係る老人扶養控除については、

　現行どおりです。 

平成22年度税制改革 

特定扶養控除 扶養控除 
老人扶養 
控除 ① 

扶養控除 
（年少） 
廃止 

② 
上乗せ 
部分 
廃止 33万 

〈38万円〉 

45万〈63万円〉 

33万 
〈38万円〉 

38万 
〈48万円〉 

※〈　〉は所得税の額 

＜平成22年度税制改正後のイメージ図＞ 

16歳18歳 19歳22歳 　69歳 70歳～ 15歳 23歳 


